
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 2015.5.22版 
 
 
 
 
 
 

クールシェアのすすめ 

	 クールシェアは、東日本大震災直後の多摩

美術大学のゼミで生み出されたアイデアで、 
当初は、夏期の消費電力ピーク時に懸念され

ていた、「計画停電」を防止することを目的

に提案されました。夏の電力消費ピーク時に、

ご家庭でのエアコンの使用による電力消費

の割合が突出していることがわかりました。

そこで、クールシェアは家庭での無駄なエア

コンの使用を減らすことを推奨します。 
 

	 次にわかったのは、日本は

「ピーク時の消費電力」と「消

費電力の平均値」との割合を示

す「負荷率」が、他国に比べて

非常に低いことです。（負荷率

の数値が低い方が、ピーク時と

平均値との差が大きい） 
	 ピーク時の消費電力をベー

スに、必要発電量が算定されて

いますので、ピーク時の消費電

力を削減すれば、発電所の数を

減らすことができるわけです。 
 
	 クールシェアは、熱中症対策としても有効です。ご家庭にエアコンの無い高齢者の方

など、猛暑時に時間を過ごすための「シェルター」（避暑地等）が公共施設などに、特

別に設けられています。その設置数は少ないので、より身近な図書館、民間の施設など

で避暑をすることができれば、熱中症対策としてより有効です。 
 



クールシェアは、以下の４つの取り組みを基本として推奨しています。 
 

	 	 	  
 

	 	 	  
 
	 まちでクールシェア は、「ピーク消費電力カット」、「地球温暖化防止」といった当初
の目的の他、「熱中症対策」、「地域の活性化」、「地域の絆の再生」など、一石何丁もの

効果を生み出す可能性があり、全国各地でのユニークな取り組みが始まっています。話

題性の高いまちでクールシェアがきっかけとなり、おうちでクールシェア、ご近所でク

ールシェア、そして自然でクールシェアが普及すれば、地域全体としての省エネルギー

が進み、同時にご家庭や地域での絆が深まります。また、自治体の地球温暖化防止、熱

中症対策、地域振興といった個々の施策、企業、商工会議所、商店街、町内会などの様々

な主体がクールシェアを合い言葉にして連携すれば、より大きな効果が期待されます。 



クールシェアの具体：飲食店での対応 
 
まちでクールシェアの基本対応は、お客がふだん

より長い時間お店に滞在することを受け入れる、

ということです。お客がお店で過ごす時間が長く

なれば、その間、自宅のエアコンのスイッチが切

られているという関係です。 
「クールシェア」のステッカーのあるお店や施設

（クールシェアスポット）で、「家のエアコンを

止めて来ました」、あるいは「クールシェアさせ

てください」と言うと、「どうぞゆっくりしてい

ってください」という対応をしてもらえます。 
 
クールシェアスポットとして登録す

ることで、そうでなければ客足が鈍

る暑い平日の日中のお客が増えると

いうメリットがあります。喫茶店の

ほか、ランチタイムの後も営業して

いる食堂・レストランなどでは、午

後の時間帯のお茶や軽食のお客が増

えます。 
 
 

お店によっては、「家のエアコンを止めて来まし

た」、あるいは「クールシェアさせてください」

と言うと、お代わりのコーヒーを割り引いたり、

特別なメニュー（右）やサービスを提供するとこ

ろがあります。このような対応を「クールシェア

特典」と呼び、特典でさらに利用者が増えること

でしょう。混雑時を避けた時間帯に特典の対応時

間を設定しているケースもあります。 
 
飲食店でのクールシェア特典の例 

・クールシェア特別メニューの提供	 ・ソフトドリンクを 50円・100円・200円引き	  
・ソフトドリンク 2杯目を 100円引き	 ・ケーキセットを 50円引き	  
・14:00〜17:00 ソフトドリンクを 200円引き	 ・15:00〜17:00ミニアイスをサービス	  



飲食店以外でのクールシェア 
 
物販店やサービス業でもさまざまなクー

ルシェア特典が考えられています。右は

埼玉県熊谷市で話題になった、理容室、

美容室での「クールシャンプー」のサー

ビスの例です。 
 
百貨店、ショッピングセンター、スーパーなどでは、入口近くのちょっとしたスペース

や店内の休憩所などを「クールシェアスポット」として提供すれば、買い物途中のお客

さんが腰掛けて涼める場所となります。 
ショールームなどは、目的が無いと入りづらいものです。クールシェアスポットとして

登録し、必ずしも購買目的でない人も招き入れることで、有効活用ができます。企業に

とっては直接の利益にならなくても、地球温暖化防止に配慮しているというアピールが

でき、企業イメージが伝わり、将来のお客さんになってくれるかもしれません。 
	 美術館、スポーツクラブなどの有料の施設でも OKですが、会員制のクラブなど、利
用者を限定するケースについては、クールシェア目的であればビジターとして利用でき

るといった対応をしていただくことが望まれます。 
 
お休み処・休憩所の設置 
 
各店舗での受け入れが難しくても、商店街

として、空き店舗などを活用したお休み処

を設置すれば、熱中症対策として有効で、

商店街全体としてのクールシェアの取り組

みをアピールすることができます。お休み

処からコミュニケーションが生まれ、商店

街に足を運ぶきっかけにもなるでしょう。 
 

クールシェアイベント 
 
夏祭り、盆踊り、花火大会、スポーツ観戦と

いったイベントもクールシェアになります。

人が集まれば、その方々のご自宅のエアコン

が消されるのが狙いです。ご自宅でじっとし

ていると暑い時でも、楽しいイベントに出か

ければ暑さも気にならなくなるでしょう。 



シェアマップの活用	 	 http://sharemap.jp  
 
クールシェア事務局では、シェアマップ

という、全国のクールシェアスポットを

一覧できるインターネット上の地図を

提供しています。シェアマップを使えば、

これから行く場所のクールシェアスポ

ットをあらかじめ調べてから出かける

ことができます。 
出かけた先でもスマートフォンを使え

ば、GPS 機能により、居場所のすぐ近
くにあるクールシェアスポットを検索

して表示することができます。 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 スマートフォン版シェアマップ 
パソコン版シェアマップ（全国版） 

 
トップ 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 検索結果 
 
 
 
 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 詳細情報表示 



クールシェアスポット登録のガイドライン 

 
クールシェアスポットとは、クールシェアをするのに適した場所のことで、下記のガイドラインに

合うスポットをシェアマップに登録することができます。なお、自治体等でスポットを募集する場

合、自治体等で定める内容が優先されます。 

	 ◆涼しく快適に過ごすことができる 
	 ◆特定の年齢等に限ることなくだれでも利用することができる 
	 ◆概ね１時間以上過ごすことができる 
	 ◆公序良俗に反しない場所である 

クールシェアスポットには、以下のような種類があります。 

公共施設 

図書館、集会施設、美術館などの、ゆっくりと滞在できる場所を提供している公共施設、公園や「滝」

などの自然に涼しい場所など。 

滞在型施設（民間） 

温泉・銭湯、美術館・博物館、遊園地、スポーツ施設などの多少の入場料でゆっくりと利用できる

施設、百貨店やショッピングセンター、商店街、 ショールームなどに設置された無料休憩所など。 

商業施設（民間） 

飲食店（レストラン、カフェ、居酒屋等）、物販店、美容室、映画館、カラオケなどの有料の商業施

設など。シェアマップに登録するには、下記クールシェア特典のご提供を必須とさせていただいて

いますが、シェアマップの広告媒体としての乱用を防ぐためですので、ご理解をお願いいたします。 

クールシェア特典について 

クールシェア特典とは、「家庭の冷房を止めて来ました」、 あるいは「クールシェアに来ました」と
言っていらした利用者に、ちょっとしたサービスをご提供いただくことで、利用者を増やそうとい

うアイデアです。公共施設、滞在型施設はクールシェア特典は必須ではありませんが、導入いただ

けると有り難いです。 

	 	 クールシェア特典の例 

	  ◆商業施設等：「ドリンク○○円引き」、「ささやかなプレゼント」など 
	  ◆ショールーム等：「おしぼりサービス」、「給茶器をお使いください」など 
	  ◆美術館・博物館、スポーツ施設、映画館等：「入場料○○円割引」 など 
	  ◆その他、ぜひユニークなクールシェア特典をご提案ください。 

特典提供の曜日・時間帯を限定していただいても OKです。 
特典の提供を「 高気温 30度以上の日」など、限定していただいても OKです。 

▼ クールシェアスポット共通の要件 

環境省が推進する SUPER COOLBIZ（スーパークールビズ）の趣旨に賛同し、冷房を使用する場合
には、適切な温度設定をしていること。 
公序良俗に反する場所、近隣に迷惑を及ぼす場所でないこと。 



地域独自のキャンペーンの実施について 
 
「クールシェア特典」をまとめて広報することで、地域の活性化の道具としている都市

があります。自治体と連携し、地域をあげてクールシェアに取り組むところでは、印刷

版のマップを無料配布しているケースがあります。下は熊谷市での実施例です。 

 
 

『クールシェアマイスター』の発行 
	 熊谷市ではクールシェアスポットを取材した一冊の本に

なり、定価 500円で販売されている。中にはクーポンがあ
り、これを提示すると割引が得られ、活用することで本代

の元がとれ、お得になるというしくみである。 
 
以下で内容をご覧になれます。 
http://www.pip-net.co.jp/publish/クールシェアマイスター/1018.html 
 
 



自治体向けシェマップ「管理アカウント」について	 	  
 
	 シェアマップ「管理アカウント」を使うことで、自治体のエリアのスポットの一覧を

見やすく表示できる「地域版マップ」を設置することができるようになります。地域版

マップに入力した情報は、外出先などでもスマートフォンやタブレット端末を使い、居

場所の近くにあるスポットを表示させることができます。 
シェアマップへのスポット情報の登録、更新方法は、以下の二通りの方法があります。

その両方を組み合わせて運用することも可能です。 
 

１．職員あるいは外部委託による入力 
自治体でスポットを独自に募集し、登録・更新作業を自治体職員、あるいは外部委託に

より、管理アカウントを使ってシェアマップに入力する。既に情報がリスト（エクセル

データ）としてある場合には、初回のみ一括入力をすることも可能である。 
	 この方法のデメリットは、第三者が情報を手作業で入力するため、情報入力間違いの

責任を負うこと、毎年のデータ更新のために、人手による対応が必要になる、というこ

とがある。 
 
２．シェアマップ登録フォームを使用した入力  

クールシェア事務局でのスポット登録受け付けは、オン

ライン登録（PC、あるいはスマートフォンで登録）の
みであるが、その機能をコンパクトにしたフォームを自

治体ホームページ等に埋込む、あるいは専用 URLを設
置して誘導する。専用 URLの例：（xxxxは都市名） 
http://xxxx.sharemap.jp/register/  
	 この方法では、スポット登録希望者が自らスポット情

報を入力する。入力した情報は、自治体の職員等が「管

理アカウント」を使って「承認」しないと公開されない。

右は 2014年に制作したスポット登録フォームの画面 
フォームを使用した登録の流れ： 
１．申請者は登録ガイドライン・規約等に同意した上でオンライン入力をする。入力項

目は各自治体のニーズに対応してカスタマイズ可能。 
２．申請者は入力終了後「送信」する。 
３．管理アカウントの専用メールアドレスにスポット申請があった旨のメールが届く。

このメールは、自治体で設定した任意のメールアドレスに転送可能。 
４．受信したメール本文のリンクから、申請内容を表示させる。内容を検討し、問題が

無い場合は承認、修正が必要な場合は修正依頼を返信、該当しない場合などは却下する。 



その他の管理アカウントの主な機能 
	 自治体が管理する施設等、電話で受付したスポット等は、直接、管理アカウントから

入力することができる。ただし管理アカウントで直接入力したデータは、更新作業も管

理アカウントから行わなければならない。次回の更新から、シェアマップで案内を通知

することが可能。 
	 登録されているスポットデータは、管理アカウントで一覧表示し、リスト上のデータ

の変更、更新を行うことができる。 
	 登録されている全スポットの情報、あるいは絞り込んだデータは、随時 CSV（エクセ
ル）データとして書き出すことができる。定期的に書き出すことで、更新履歴としてバ

ックアップすることができる。 
 
年次更新について 

スポット情報は、基本情報の変更（開業時間の変更等）、クールシェア対応内容の変更

等があるので、登録者に対して、毎年内容のチェックをすることが必要である。 
年次更新の時期になったら、管理アカウントから登録スポットに登録されたメールアド

レス宛に、更新依頼メールを送信することが可能である。 
登録者は、更新依頼メール上の URL をクリックすることで、登録スポットの入力画面
を呼び出して内容に手を加えることができる。更新終了したら「完了」ボタンを押すこ

とで、管理アカウント上に「更新済み」表示がされる。 
未更新のスポットについては、表示を停止する、電話等別ルートで更新を促す、あるい

は管理アカウント上で更新する等の対応をとる。 
管理アカウント画面 

 



地域別シェアマップの例（２０１４年） 
 
関西広域連合	 http://kansai.sharemap.jp/	 （自治体連携の例） 

	  
 
広島県	 http://hiroshima.sharemap.jp/	 （県での取り組み例） 

	  



長野県	 http://nagano.sharemap.jp/	 （地域別色分け表示の例） 

	  
 
宇都宮市	 http://utsunomiya.sharemap.jp/	 （市町村での取り組み例） 

	 	  



スポット情報の表示画面 
地域版シェアマップの緑丸上にマウスカーソルを置くと、スポット名称が出ます。緑丸

をクリックすると、下のようなスポットの詳細表示画面に切り替わります。地域ごとの

クールシェアキャンペーン名（例：ひろしまクールシェア）が表示されます。 

    

アイコン一覧	 （２０１４年版、今後特典の有無の区別を表示する予定） 

 
タグ一覧	 （自治体ごとに必要なものだけ表示、タグで絞り込み検索が可能） 

	  



 スマートフォンでは、GPS を使い、居場所
の近くのスポットをすぐに検索可能。 
シェアマップを表示させるために、専用アプ

リをインストール必要は無いので、手軽に利

用可能である。 
URL	 http://sharemap.jp を入力するだけで、

近くのスポットの検索が可能。 
 
 

※シェアマップ管理アカウント機能の一部有料化について 
	 これまでは、シェアマップの自治体向けの機能を無料で提供してきましたが、管理ア

カウントの大幅な機能強化にともない、2015 年度からは以下のとおり、経費の一部の
ご負担をお願いすることになりました。取り組み自治体数が増えており、プロジェクト

を継続させるために必要な経費ですので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

なお、2014 年度以前に管理アカウントを設置している場合は、下記の適用外となりま
すので、お問い合わせ下さい。 
 
基礎自治体（市区町村） 

	 １．市区町村立施設のみ： 管理アカウント 
	 ２．民間施設等を募集する： 管理アカウント ＋ 入力フォームオプション 
	 ３．地域版マップを表示する： 管理アカウント ＋ 地域版マップオプション 
 

都道府県 

	 １．都道府県立施設のみ： 管理アカウント 
	 ２．民間施設等を募集する： 管理アカウント ＋ 入力フォームオプション 
	 ３．地域版マップを表示する： 管理アカウント ＋ 地域版マップオプション 
	 ４．基礎自治体が登録したスポットを関連づけ、都道府県のマップに表示させる： 
	 	     管理アカウント ＋ 階層化オプション 
 
費用（税別）	 ：暫定版なので、今後変更が発生する可能性があることをご了承下さい。 
	 	 管理アカウントのみ	 	 	 	 無料（入力作業は自治体側でお願いいたします） 
	 	 管理アカウント＋入力代行	 （人件費実費：内容によりお見積もりいたします）	  
	 	 入力フォームオプション	 	 初期設定費用：２万円	 年次更新費用：２万円（※） 
	 	 地域版マップオプション	 	 初期設定費用：５万円	 変更設定費用：見積 

 
 
	 	 詳細につきましては、クールシェア事務局にお問い合わせ下さい。 
	 （クールシェア事務局	 電話 03-6421-2118	 メール web@coolshare.jp）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  


